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はじめに

• 民生委員制度は、大正６年に岡山県において、民生委員制度の源となる「済

世顧問制度」が創設されて以来、１００年以上の長きにわたり受け継がれ、民

生委員・児童委員（主任児童委員を含む。以下、「民生委員」という。）は、常に

市民の立場にたって地域福祉を担ってきました。

• しかし近年においては、高齢社会の急速な進展や、生活困窮、児童虐待など

多様化・複雑化した問題を抱える世帯の増加など、民生委員を取り巻く社会

情勢は厳しさを増す一方、民生委員への期待は益々高まっています。

• これらの変化に伴って、民生委員の負担感の増加や、なり手不足の問題が生

じています。地域や社会から、民生委員への期待は一層大きくなっています

が、同時に支援すべき対象者も増えるなど、個々の民生委員の負担は増大し

ている状況です。

• 神戸市では、民生委員の負担を軽減し、その担い手となる人材を育成し、地

域の中で互いに助け合い支えあうことができるまちづくりの実現をめざし、

神戸市の地域福祉を推進するため、平成１７年度神戸市独自の制度として、

神戸市民生委員支援員（以下「支援員」という。）制度を開始しました。

• 本手引きは、支援員のみなさんが活動を行う上での事例やポイントをわかり

やすくまとめたものです。

本手引きが支援員のみなさんの活動の参考になれば幸いです。
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１．活動について

１－１．支援員が行う活動例

（１）日々の見守り活動や声かけ

（２）サロン活動等の補助

（３）地区民児協の定例会や研修会への参加

（４）活動報告の作成 など

※あくまでも活動の核になるのは、民生委員です。

※活動にあたっては、民生委員への報告・連絡・相談を必ず行ってください。

１－２．支援員が行わない活動（民生委員が行う活動）

（１）相談・支援に関する業務

（２）調査、状況把握、証明に関する業務

（３）行政と協力して行っている高齢者見守り調査における訪問調査と台帳整備

（４）行政や関係機関・団体の会議、活動への参加
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２．活動事例
• 活動するにあたっていくつかの事例を紹介します。

• こちらに記載している事例はあくまで一例ですので、具体的な活動内容は、
地区民児協会長等とよく相談してください。

（１）欠員区域をカバーしている民生委員Aさんを
サポートする支援員

（２）担当世帯のカバーが難しくなってきた民生委員Bさんを
サポートする支援員

担当区域 欠員区域 担当区域 欠員区域

担当地区
６００世帯

欠員区域をカバーをしていますが、自分
の担当区域の対応に時間が割かれるため、
欠員区域の見守り活動が難しいです。

支援員のおかげで、欠員区域の見守り活
動が充実しました。

民生委員A
支援員

担当地区
６００世帯

民生委員B

担当区域内にマンションが建設され、担当
世帯数が増え、見守り活動などが大変に

なってきました。

支援員と見守り活動を分担することで、
負担が軽減されました。

支援員
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（３）２つの学校区を活動エリアとして担当する民生委員Cさんを
サポートする支援員

（４）退任が決まっている民生委員Dさんと
次の民生委員の候補となる支援員

A校区 B校区 A校区 B校区

担当区域 担当区域

民生委員C 支援員

自分が所属するA校区は情報が多く入る
が、所属していないB校区の情報が少なく

活動が大変です。

B校区所属の支援員の協力で、見守り
活動が効率的になりました。

次の一斉改選で退任が決まっているが、
スムーズな引継ぎができるか不安です。

後任候補として支援員が配置されたため、
一緒に活動しています。退任となっても
スムーズな引継ぎができそうです。

支援員民生委員D
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